
鹿児島県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 知事は，地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため，予算の定め

るところにより，地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成

元年法律第64号）第４条第１項の規定により県が作成する都道府県計画に基づく事業を

実施する事業者に対し，当該事業の実施に必要な経費について予算の範囲内において補

助金を交付するものとし，その交付については，鹿児島県補助金等交付規則（昭和63年

鹿児島県規則第1号。以下「規則」という。）に定めるほか，この要綱に定めるところに

よる。

（交付対象事業）

第２条 この要綱による補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は次

の事業とする。

１ 病床の機能分化・連携支援事業

 健康保険法（大正11年法律第70号）第63条第３項第１号に規定する保険医療機関（鹿

児島県内に存する医療機関に限る。）が，急性期一般入院基本料を算定する急性期機

能病棟並びに療養病棟入院基本料を算定する慢性期機能病棟から，地域包括ケア病棟

入院料（地域包括ケア入院医療管理料を含む。）又は回復期リハビリテーション病棟

入院料を算定する回復期機能病棟に病床の機能を転換するに当たり，施設・設備の整

備に要する経費を助成する。

 健康保険法第63条第３項第１号に規定する保険医療機関（鹿児島県内に存する医療

機関に限る。）が救命救急入院料，特定集中治療室管理料，ハイケアユニット入院医

療管理料，脳卒中ケアユニット入院医療管理料，小児特定集中治療室管理料，新生児

特定集中治療室管理料，総合周産期特定集中治療室管理料，新生児治療回復室入院医

療管理料を算定する高度急性期機能病棟を新たに整備し，又はそれらの機能を維持す

るために必要な施設・設備を整備するために要する経費を助成する。

 健康保険法第63条第３項第１号に規定する保険医療機関（鹿児島県内に存する医療

機関に限る。）が，急性期一般入院基本料を算定する急性期機能病棟並びに療養病棟

入院基本料を算定する慢性期機能病棟の削減に伴い，不要となる病棟（室）を他の用

途へ変更（機能転換は除く）するために要する経費を助成する。

 健康保険法第63条第３項第１号に規定する保険医療機関（鹿児島県内に存する医療

機関に限る。）が，急性期一般入院基本料を算定する急性期機能病棟並びに療養病棟

入院基本料を算定する慢性期機能病棟の削減に伴い，不要となる建物（病棟・病室等）

や医療機器を処分（廃棄，解体又は売却）するために要する経費を助成する。

 健康保険法第63条第３項第１号に規定する保険医療機関（鹿児島県内に存する医療

機関に限る。）が，急性期一般入院基本料を算定する急性期機能病棟並びに療養病棟

入院基本料を算定する慢性期機能病棟の削減に伴い，職員の早期退職に要する経費を

助成する。

２ 医療・介護ネットワーク整備事業

郡市医師会が，地域の医療機関や介護事業所の連携により，患者や利用者の状態にあ
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った質の高い医療・介護サービスを提供することを目的として行うＩＣＴ技術を活用し

た地域医療介護情報連携ネットワークの整備に要する経費を助成する。

３ 多職種連携による口腔ケア体制整備事業

県内の医療機関が，口腔ケアに関する支援が必要な入院患者に対して，歯科専門職に

よる口腔ケアの実施や地域の医科，歯科，介護関係者と連携し，入院時から在宅へと切

れ目のない支援をするために，関係者による協議や口腔ケアの実地指導，研修等に要す

る経費を助成する。

４ 認知症疾患医療センターカフェ普及促進事業

認知症疾患医療センターが，地域における認知症カフェなどの認知症の人や家族が集

う取組を普及させるため，市町村の地域包括支援センター職員や介護職員等に対し，認

知症カフェの場などを活用した対応力向上のための実践的研修等に要する経費を助成す

る。

５ 看護師特定行為研修受講支援事業

訪問看護事業所等に勤務する看護職員が，厚生労働省指定研修機関で実施される特定

行為研修を受講するため，当該訪問看護事業所等が負担する研修の受講に要する経費を

助成する。

６ かかりつけ医普及啓発事業

公益社団法人鹿児島県医師会が，「認定かかりつけ医制度」の運営や，「かかりつけ

医」の必要性について普及・啓発を行うために要する経費を助成する。

７ 在宅歯科医療連携拠点・障害者歯科診療所等施設整備事業

在宅歯科医療の提供体制を充実させるため，在宅歯科医療を推進する口腔保健センタ

ーの施設整備に要する経費を助成する。

８ 歯科衛生士・歯科技工士養成所施設整備事業

歯科医療技術の高度化に対応する質の高い歯科衛生士及び歯科技工士を養成するた

め，歯科衛生士・歯科技工士の養成所施設整備に要する経費を助成する。

９ 専門医養成支援事業

県内の専門（後期）研修病院において，小児科，産科（産婦人科），麻酔科，救急科

及び総合診療科の専門（後期）研修を受ける医師に対し，研修奨励金を交付する。

10 産科医療体制確保支援事業

産科医療体制の確保が困難な地域において，新たに産科医，麻酔科医，小児科医及び

助産師を確保するため，必要な事業を実施する市町村（複数市町村による協議会等を含

む。）に対し，事業を実施するために要する経費を助成する。

11 リハ専門職スキルアップ研修支援事業
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一般社団法人鹿児島県理学療法士・作業療法士・言語聴覚士連絡協議会が，地域にお

ける急性期から生活期にいたるまでの各ステージに応じたリハビリテーションの充実を

図るため，専門職種に対して行う研修に要する経費を助成する。

12 新人看護職員卒後研修事業

看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成４年法律第86号）第２条第２項に規定

する病院等が，新人看護職員卒後研修及び医療機関受入研修を実施するために要する経

費を助成する。

13 病院内保育所運営費補助事業

次に掲げる者（この項において「開設者」という。）が開設する医療法（昭和23年

法律205号）第７条に基づき許可を受けた病院及び診療所又は同法第８条に基づき届

出をした診療所において，医療従事者の離職防止及び再就業を促進する目的をもって

開設者が設置する病院内保育所の運営費を助成する。

ア 社会福祉法人（ただし，社会福祉法人恩賜財団済生会は除く。）

イ 国家公務員共済組合及びその連合会

ウ 地方公務員等共済組合

エ 私立学校教職員共済組合

オ 農林漁業団体職員共済組合

カ 健康保険組合及びその連合会

キ 国民健康保険団体連合会及び国民健康保険組合

ク 医療法人

ケ 一般社団法人及び一般財団法人

コ 独立行政法人

サ その他知事が認める者

ただし，次のいずれかに該当する者は補助を受けることはできない。

ア 平成26年４月以降に雇用保険法（昭和49年法律第116号）に基づく事業所内保育

施設設置・運営等支援助成金（以下「助成金」という。）を受給した者

イ 同一の施設について同一年度に，助成金又は子ども・子育て支援法（平成24年法

律第65号）に基づく事業所内保育事業に係る給付費を受給しようとする者。

14 看護師等養成所運営費補助事業

次に掲げる者が行う看護師等養成所の運営に要する経費を助成する。

ア 社会福祉法人（ただし，社会福祉法人恩賜財団済生会は除く。）

イ 国家公務員共済組合及びその連合会

ウ 健康保険組合及びその連合会

エ 国民健康保険団体連合会及び国民健康保険組合

オ 学校法人及び準学校法人

カ 医療法人（看護師養成所２年課程（通信制）以外の課程については，学校教育法

（昭和22年法律第26号）第124条の規定による「専修学校」又は同法第134条の規定

による「各種学校」の認可を受けている者に限る。）

キ 一般社団法人及び一般財団法人（看護師養成所２年課程（通信制）以外の課程に
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ついては，学校教育法第124条の規定による「専修学校」又は同法第134条の規定に

よる「各種学校」の認可を受けている者に限る。）

ク 独立行政法人

次に掲げる者が行う看護師養成所３年課程の設置準備に要する経費を助成する。

ア 社会福祉法人（ただし，社会福祉法人恩賜財団済生会は除く。）

イ 国家公務員共済組合及びその連合会

ウ 健康保険組合及びその連合会

エ 国民健康保険団体連合会及び国民健康保険組合

オ 学校法人及び準学校法人

カ 医療法人

キ 一般社団法人及び一般財団法人

ク その他知事が認める者

15 医師勤務環境改善等事業

分娩を取り扱う産科医及び助産師，又は新生児特定集中治療室において新生児を担当

する医師に処遇改善を目的とした手当等を支給している医療機関に対し，その費用を助

成する。

16 小児救急医療拠点病院運営事業

複数の二次医療圏を対象に，休日及び夜間の入院治療を必要とする小児の重症救急患

者の治療に取り組む小児救急医療拠点病院（鹿児島市立病院）に対し，運営費を助成す

る。

17 かごしま救急医療遠隔画像診断センター運営事業

かごしま救急医療遠隔画像診断センターの運営に当たり，夜間・土日等に要する経費

を助成する。

18 介護の仕事理解促進事業

介護保険法（平成９年法律第123号）に基づく指定介護サービス事業を運営する法人，

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）に基づく養成施設その他関係団体

が，多様な人材層に対して介護に関する理解を促進し，介護職の魅力を発信して介護人

材のすそ野の拡大を図る取組を行うために要する経費を助成する。

19 介護職員キャリアアップ支援事業

介護員養成研修費用助成事業

介護保険法に基づく指定介護サービス事業及び老人福祉法（昭和38年法律第133号）

に基づく養護老人ホーム，軽費老人ホーム及び有料老人ホームを運営する法人等（鹿

児島県内に所在する事業所に限る。）が負担する介護員養成研修課程の受講に要する

経費を助成する。

 アセッサー講習費用助成事業

介護保険法に基づく指定介護サービス事業及び老人福祉法（昭和38年法律第133号）

に基づく養護老人ホーム，軽費老人ホーム及び有料老人ホームを運営する法人等（県

内に所在する事業所に限る。）が負担する介護キャリア段位におけるアセッサー講習

7-4



の受講に要する経費を助成する。

 離島における介護職員研修受講支援事業

公益財団法人介護労働安定センターが，県内の離島において介護職員の知識・介護

技術等の向上のため，県内の福祉関係事業所に勤務する職員等に対して行う研修に要

する経費を助成する。

20 介護事業所内保育所運営費補助事業

県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業を運営する法人等（地方公

共団体を除く。）が，介護職員の離職防止及び再就業を促進する目的をもって設置する

介護事業所内保育所の運営費を助成する。

ただし，次に掲げる公的助成を受けながら事業を実施している場合は，本事業の補助

を受けることができない。

 雇用保険法に基づく事業所内保育施設・運営等支援助成金（当該助成金の受給年度

に関わらない。）

 子ども・子育て支援法に基づく事業所内保育事業に係る給付費

 第15項の病院内保育所運営費補助事業

 その他，公的助成を受けて実施している事業

21 介護ロボット導入支援事業

県内に所在する次に掲げる者が行う介護ロボットの導入に要する経費を助成する。

 介護保険法第８条第１項に規定する居宅サービス（訪問看護，訪問リハビリテーシ

ョン，居宅療養管理指導，福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。）を行う事業

所

 同法第８条第14項に規定する地域密着型サービス，同条第26項に規定する施設サー

ビスを行う事業所

 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成23年法

律第72号）第４条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律（平成18

年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定により，なおその効力を有するものと

された介護保険法第８条第26項に規定する介護療養型医療施設

 同法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス（介護予防訪問看護，介護予防

訪問リハビリテーション，介護予防居宅療養管理指導，介護予防福祉用具貸与及び特

定介護予防福祉用具販売を除く。）を行う事業所

22 権利擁護人材育成事業

市町村が，認知症高齢者等の権利擁護を推進するため，市民後見人等の育成及び活用

に向けた取組を行うために要する経費を助成する。

23 外国人留学生介護福祉士候補者受入施設学習支援事業

外国人留学生を受け入れた県内の介護福祉士養成施設が，留学生に対しカリキュラム

外の時間に行う日本語学習支援や介護専門知識強化に要する経費を助成する。

24 介護職員実務者研修受講促進事業
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 介護職員が介護福祉士実務者研修を受講するため，県内に所在する介護保険事業所

・施設及び老人福祉法に基づく養護老人ホーム，軽費老人ホームを運営する法人等が

負担する研修の受講に要する経費を助成する。

 県内に所在する介護保険事業所・施設及び老人福祉法に基づく養護老人ホーム，軽

費老人ホームを運営する法人等に対し，介護職員が介護福祉士実務者研修を受講する

期間中の代替職員の雇用に要する経費を助成する。

25 介護職員人材確保対策事業

介護保険法に基づく指定介護サービス事業及び老人福祉法（昭和38年法律第133号）

に基づく養護老人ホーム，軽費老人ホーム及び有料老人ホームを運営する法人等（県内

に所在する事業所に限る。）が新規に雇用した無資格者に係る人件費及び介護職員初任

者研修課程の受講に要する経費を助成する。

（補助対象経費及び補助金額）

第３条 補助金の交付対象となる経費及び補助金額は別表１のとおりとする。ただし，

別表１により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は，これを切り捨てる

ものとする。

２ 別表２に掲げる事業については，交付申請年度の４月１日以降に生じた対象経費に

ついては補助対象とすることができる。

（補助金の交付申請）

第４条 規則第３条の補助金等交付申請書は，別記第１号様式によるものとする。

２ 規則第３条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は，次のとおりとする。

経費所要額調書（別記第２号様式）

事業計画書（別記第３号様式）

収支予算書（別記第４号様式）

実施設計書（工事の施工に係る補助金に限る。）

その他知事が必要と認める書類

３ 補助金等交付申請書の提出期限は，知事の指定する日とし，その提出部数は１部とす

る。

（補助金の交付の条件）

第５条 規則第５条第１項の規定による条件は，次に定めるとおりとする。

事業者が補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には，原則として一般競

争入札によるものとする。

補助事業の内容のうち，次のものを変更する場合には，知事の承認を受けなければ

ならない。

ア 補助金額の変更（ただし，補助金額の20％以内の減額を除く。）

イ 補助事業に要する経費の配分で，20％を超える増減

ウ 補助事業の内容の著しい変更（工事の施工に係る補助金にあっては，実施箇所，

構造，規模，工法等の変更）

補助事業を中止し，又は廃止しようとする場合は，すみやかに知事の承認を受けな
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ければならない。

補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

には，すみやかに知事に報告してその指示を受けなければならない。

補助事業に係る関係書類の保存については，次のとおりとする。

ア 事業者が地方公共団体の場合

補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに，

補助事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し，かつ調書及び証拠書類を

事業が完了する日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には，その承認を

受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。

イ 事業者が地方公共団体以外の場合

補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，当該収入及び支出につ

いて証拠書類を整理し，かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日（補助事業

の中止又は廃止の承認を受けた場合には，その承認を受けた日）の属する年度の終

了後５年間保管しておかなければならない。

補助事業により取得し，又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業に

より取得し，又は効用の増加した価格が50万円以上（事業者が地方公共団体以外の者

の場合は30万円以上）の機械及び器具については，減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令で定める耐用年数を経過するまで，知事の承認を受けないで，当該事業の目的

に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，担保に供し，取り壊し，又は廃棄して

はならない。

知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には，その収入の

全部又は一部を県に納付させることがある。

補助事業により取得し，又は効用の増加した財産については，補助事業の完了後に

おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに，その効率的な運用を図らな

ければならない。

補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約において

も，契約の相手方である事業者等は，当該工事を一括して第三者に請け負わせること

はできない。

事業完了後に，消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が確定した場合は，別記第21号様式により速やかに知事に報

告しなければならない。

なお，補助事業を実施する者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社，

一支所等）であって，自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず，本部（又は本社，

本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は，本部の課税売上割合等

の申告内容に基づき報告を行うこと。

また，知事に報告があった場合には，当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額の全部又は一部の返還を命じるものとする。

補助事業を行う者が から までにより付した条件に違反した場合には，この補助

金の全部又は一部を県に納付させることがある。

（決定の通知）

第６条 規則第６条の規定による補助金等の交付の決定の通知は，補助金交付決定通知書
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（別記第５号様式）により行うものとする。

（補助事業の内容等の変更）

第７条 規則第７条第１項の補助事業の内容等の変更事由は，次に定めるとおりとする。

補助金額の変更（ただし，補助金額の20％以内の減額を除く。）

補助事業に要する経費の配分で，20％を超える増減

補助事業の内容の著しい変更（工事の施工に係る補助金にあっては，実施箇所，構

造，規模，工法等の変更）

２ 規則第７条第１項の補助金等変更申請書は別記第６号様式によるものとし，同項の規

定により当該申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。

変更経費所要額調書（別記第２号様式）

事業変更計画書（別記第７号様式）

変更収支予算書（別記第８号様式）

その他知事が必要と認める書類

３ 規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による通知は，変更承認のみを

行う場合は変更承認通知書（別記第９号様式）により，変更承認に併せて変更交付決定

を行う場合は変更交付決定通知書（別記第10号様式）により行うものとする。

（申請の取下げ）

第８条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は，交付の

決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。

（補助事業の補助金交付決定前着手）

第９条 補助金の交付申請者が，やむを得ない事情により，補助金の交付決定前に補助事

業に着手する場合には，事前着手承認申請書（別記第11号様式）を知事に提出し，その

承認を受けなければならない。

２ 前項の承認は，事前着手承認通知書（別記第12号様式）により通知する。

（状況報告）

第10条 規則第11条第１項の規定による状況報告は，別記第13号様式によるものとし，提

出期限は知事の指定する日とする。

（実績報告）

第11条 規則第13条の補助事業実績報告書は，別記第14号様式によるものとする。

２ 規則第13条の規定により補助事業実績報告書に添付すべき書類は，次に掲げるとお

りとする。

経費所要額精算書（別記第15号様式）

事業実績書（別記第16号様式）

収支精算書（別記第17号様式）

補助事業完成後の建物の全景及び補助対象事業の概要を示す写真（工事の施工に係

る補助金に限る。）

契約書の写し
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補助事業完成後の建物の構造概要及び平面図（工事の施工に係る補助金に限る。）

工事仕様書，工事設計図及び工事仕訳書（工事の施工に係る補助金に限る。）

建築基準法（昭和25年法律第201号）第７条第５項の規定による検査済証の写し

（工事の施工に係る補助金に限る。）

その他知事が必要と認める書類

３ 第１項の補助事業等実績報告書の提出期限は，補助事業の完了した日から起算して20

日以内（規則第11条第２項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には，

当該承認通知を受理した日から起算して20日以内）又は当該年度の３月31日のいずれか

早い日とし，その提出部数は２部とする。

（補助金の額の確定）

第12条 規則第14条の規定による補助金等の額の確定の通知は，補助金交付確定通知書（別

記第18号様式）により行うものとする。

（補助金の交付）

第13条 規則第16条第１項の補助金等交付請求書は，別記第19号様式のとおりとする。

２ この補助金は，概算払又は前金払により交付することができる。

３ 規則第16条第３項の概算払（前金払）申請書は，別記第20号様式のとおりとする。

（雑則）

第14条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。

附 則

１ この要綱は，平成26年12月18日から施行し，平成26年度予算に係る補助金から適用す

る。

２ 鹿児島県新人看護職員卒後研修事業補助金交付要綱（平成22年７月21日制定），鹿児

島県病院内保育所運営費補助金交付要綱（平成14年11月22日制定），鹿児島県看護師等

養成所運営費補助金交付要綱（昭和63年４月１日制定）及び鹿児島県産科医等確保支援

事業補助金交付要綱（平成22年２月８日制定）は，廃止する。

３ 廃止前の鹿児島県新人看護職員卒後研修事業補助金交付要綱，鹿児島県病院内保育所

運営費補助金交付要綱，鹿児島県看護師等養成所運営費補助金交付要綱及び鹿児島県産

科医等確保支援事業補助金交付要綱に基づき交付の決定がなされた補助金にあっては，

なお従前の例による。

附 則

１ この要綱は，平成27年６月11日から施行し，平成27年度予算に係る補助金から適用す

る。

２ 鹿児島県後期（専門）研修医研修奨励金交付要綱（平成21年3月25日制定）は，廃止

する。

３ 廃止前の鹿児島県後期（専門）研修医研修奨励金交付要綱に基づき交付の決定がなさ

れた補助金にあっては，なお従前の例による。
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附 則

この要綱は，平成27年10月９日から施行し，平成27年度予算に係る補助金から適用する。

附 則

この要綱は，平成28年４月１日から施行し，平成28年度予算に係る補助金から適用する。

附 則

この要綱は，平成28年６月27日から施行し，平成28年度予算に係る補助金から適用する。

附 則

この要綱は，平成29年１月17日から施行し，平成28年度予算に係る補助金から適用する。

附 則

この要綱は，平成29年６月15日から施行し，平成29年度予算に係る補助金から適用する。

附 則

この要綱は，平成30年６月28日から施行し，平成30年度予算に係る補助金から適用する。

附 則

この要綱は，令和元年７月２日から施行し，令和元年度予算に係る補助金から適用する。
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